
杜
牧
の
「
李

墓
誌
銘
」
に
つ
い
て
（
上
）※

愛

甲

弘

志

は
じ
め
に

晩
唐
の
詩
人
と
さ
れ
る
杜
牧

八
〇
三

八
五
二
）
の
文
学
に
つ
い
て
、
政
治
的
問
題
を
抜
き
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が

多
々
あ
る
。
こ
れ
か
ら
本
稿
で
論
じ
よ
う
と
す
る
「
李

墓
誌
銘
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
墓
誌
銘
は
、
正

し
く
は
「
唐
故
平
盧
軍
節
度
巡
官

西
李
府
君
墓
誌
銘
」

略
称
「
李

墓
誌
銘
」）
と
称
さ
れ
、
開
成
二
年

八
三
七
）
に
亡
く
な
っ
た

李

な
る
者
の
為
に
杜
牧
が
書
い
た
も
の
で
、
杜
牧
の
最
晩
年
に
そ
の
詩
文
の
編
纂
を
託
さ
れ
た
と
い
う
甥
の
裴
延
翰
に
成
る
『

川
文
集
』
二
十
巻
の
巻
九
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
墓
誌
銘
と
は
、
死
者

墓
主
）
の
家
系
・
履
歴
・
功
績
、
あ
る
い
は
逸
事
な
ど

墓

誌
）
を
石
版
に
刻
ん
で
墓
に
埋
め
る
も
の
で
、
そ
の
墓
誌
の
末
尾
に
は
賛
美
や
哀
悼
の
意
を
韻
文
に
し
た
銘
が
伴
う
。
そ
の
中
で
李

の
こ
と
ば
を
以
て
語
ら
れ
る
文
学
論
が
元

七
七
九

八
三
一
）
と
白
居
易

七
七
二

八
四
六
）
の
い
わ
ゆ
る

元
白
詩

を
批
判

し
た
嚆
矢
と
さ
れ
、
ま
た
『
新
唐
書
』「
白
居
易
傳
」

巻
一
一
九
）
の
賛
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
も
注
目
を

集
め
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
が
一
体
、
ど
の
よ
う
な
時
代
的
背
景
の
下
で
書
か
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
こ
の
時
代
の

権
力
者
た
ち
の
政
治
と
文
学
の
実
相
を
時
間
軸
に
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
、
杜
牧
の
文
学
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め

1



の
一
助
と
し
た
い
。
そ
こ
で
先
ず
は
こ
の
全
文
九
六
九
字
の
墓
誌
銘
を
便
宜
的
に
幾
つ
か
に
分
け
て
読
み
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
補

足
説
明
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
す
る１

）
。

一

⃞Ａ

牧

大
和
元
年

八
二
七
）
、
進
士
に
挙
げ
ら
れ
及
第
す
る
に
、
上
都

長
安
）
に
郷
貢
た
り
て
、
有
司
は
東
都

洛
陽
）
に
試
み

る
。
二
都
の
群
進
士
の
中
に
在
り
て
、
往
往
に
前
十
五
年
に
進
士
李
飛
な
る
も
の
有
り
て
江
西
よ
り
来
た
り
、
貌
古
く
文
高
か

り
し
を
言
う
有
り
。
始
め
て
礼
部
に
就
き
て
賦
を
試
み
ら
る
る
に
、
吏
大
い
に
其
の
姓
名
を
呼
ば
わ
り
、
符
験

受
験
の
割
符
）

を
熟
視
し
、
然
る
後
に
入
ら
し
む
。
飛
曰
く
、「
是
く
の
如
く
賢
を
選
ば
ん
か
。
即
ち
貢
を
求
む
る
に
、
是
く
の
如
く
自
ら
以

て
賢
と
為
さ
ん
か
」
と
。
因
り
て
手
を
袖
に
し
て
出
さ
ず
、
明
日
ただ

ち
に
江
東
に
返
る
。
某
曰
く
、「
誠
に
是
の
人
有
ら
ば
、

吾
が
輩
は
与
に
伍
を
為
す
こ
と
を
得
る
べ
か
ら
ず
」
と
。

牧
大
和
元
年
、

進
士
及
第
、

貢
上

、
有
司
試
於
東

。
在
二

進
士
中
、
往
往
有
言
前
十
五
年
有
進
士
李
飛
自
江

西
來
、
貌
古
文
高
。
始
就
禮
部
試
賦
、
吏
大
呼
其
姓
名
、
熟

符

、
然
後
入
。
飛
曰
、「
如
是
選
賢
耶
。

求
貢
、
如
是
自

以
爲
賢
耶
」。
因
袖
手
不
出
、
明
日

返
江
東
。
某
曰
、「
誠
有
是
人
、
吾
輩
不
可
得
與
爲
伍
矣
」。

大
和
元
年
秋
、
二
十
五
歳
の
杜
牧
は
長
安
で
の
府
試
で
郷
貢
進
士
に
挙
げ
ら
れ
、
翌
年

八
二
八
）
春
、
洛
陽
で
の
礼
部
試
で
進
士

に
及
第
、
続
い
て
長
安
で
の
吏
部
試
及
び
制
科
の
賢
良
方
正
能
直
言
極
諫
科
に
及
第
す
る
が
、
こ
の
頃
、
嘗
て
李
飛
と
名
乗
っ
て
い

た
郷
貢
進
士
、
李

に
つ
い
て
の
噂
を
受
験
者
た
ち
か
ら
聞
く
こ
と
と
な
る
。
そ
の
古
め
か
し
い
風
貌
に
格
調
高
い
文
才
を
備
え
た

李

は
、
相
手
を
見
く
び
っ
た
よ
う
な
横
柄
な
役
人
に
反
発
し
て
さ
っ
さ
と
科
場
を
立
ち
去
っ
て
し
ま
う
そ
の
豪
放
さ
と
相
俟
っ
て
、

2



い
か
に
も
杜
牧
好
み
の
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
十
五
年
前
と
い
う
こ
の
噂
を
遡
れ
ば
、
元
和
七
年

八
一
二
）
頃
で
、
そ
れ
は

折
し
も

元
白
詩

が
盛
ん
に
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
時
に
当
た
り
、
そ
の
よ
う
な
時
に
こ
の
よ
う
な
人
物
が
科
場
に
出
現
し
た
こ

と
は
、
後
の
⃞Ｆ
で

元
白
詩

批
判
を
も
暗
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

⃞Ｂ

後
二
年

大
和
二
年

八
二
八
）
、
故
吏
部
沈
公
に
鍾
陵

江
西
観
察
使
）
・
宣
城

宣

観
察
使
）
に
事
え
て
幕
吏
と
為
る
。
両
府

に
凡
そ
五
年
間
、

生
の
蘭
陵
の
蕭
眞

・
京
兆
の
韓

・
博
陵
の
崔
壽
と
同
に
、
毎
に
人
の
等
第
を
品
量
す
る
に
、
必
ず
曰
く
、

「
道
有
り
学
有
り
文
有
る
は
、
李
処
士

の
如
き
者
寡
な
し
。
是
れ
進
士
を
卑
し
と
し
挙
げ
ら
れ
ず
嘗
て
飛
と
名
の
り
し
者
な

り
」
と
。
某
益
す
未
だ
其
の
人
に
面
わ
ざ
る
を
恨
み
、
且
つ
其
の
人
の
世
に
在
る
を
喜
ぶ
な
り
。

後
二
年
、
事
故
吏
部
沈
公
於
鍾
陵
・
宣
城
爲
幕
吏
。
兩
府
凡
五
年
間
、
同

生
蘭
陵
蕭
眞

・
京
兆
韓

・
博
陵
崔
壽
、

品

量
人
之
等
第
、
必
曰
、「
有
道
有
學
有
文
、
如
李
處
士

寡
矣
。
是
卑
進
士
不

嘗
名
飛

」。
某

恨
未
面
其
人
、
且
喜
其

人
之
在
世
也
。

進
士
科
、
制
科
に
合
格
し
、
褐
を
弘
文
館
校
書
郎
・
試
左
武
衛
兵
曹
参
軍
に
釈
い
た
杜
牧
は
、
そ
の
年

八
二
八
）
に
は
江
西
観
察

使
の
沈
傳
師

七
六
九

八
三
五
）
に
江
西
団
練
府
巡
官
・
試
大
理
評
事
と
し
て
辟
か
れ
、
大
和
四
年

八
三
〇
）
に
は
宣

観
察
使
に

移
っ
た
沈
傳
師
に
従
っ
て
、
大
和
七
年

八
三
三
）
ま
で
そ
の
属
官
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
の
同
僚
た
ち
か
ら
も

道

學

文

と
も
に
兼
ね
備
え
た
恰
も
韓
愈

七
六
八

八
二
四
）
の
如
き
李

が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。

⃞Ｃ

大
和
九
年

八
三
五
）
、
監
察
御
史
と
為
り
、
東
都
に
分
司
す
れ
ば
、
今
の
諫
議
大
夫
李
中
敏
・
左
拾
遺
韋
楚
老
・
前
の
監
察

御
史
盧
簡
咸み
な
某
に
言
い
て
曰
く
、「
御
史
は
法
と
し
て
当
に
検
謹

厳
し
く
言
動
を
慎
し
む
）
た
る
べ
し
。
子
は
少
年
な
れ
ば
、
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設も
し
与
に
游
ぶ
こ
と
有
ら
ば
、
宜
し
く
長
厚
に
し
て
学
識
有
る
者
を
得
て
、
因
り
て
得
失
を
訪
求
し
、
資
す
る
に
以
て
官
た
る

べ
し
。
洛
下
に
て
は
李
処
士

に
若
く
は
莫
し
」
と
。
某
謝
し
て
曰
く
、「
素
よ
り
恨
む
所
は
未
だ
見
え
ざ
る
者
な
り
」
と
。

即
日

其
の
廬
に
造
り
て
、
遂
に
旦
夕
往
来
す
。

大
和
九
年
、
爲
監
察
御
史
、
分
司
東

、
今
諫
議
大
夫
李
中
敏
・
左
拾
遺
韋
楚
老
・
前
監
察
御
史
盧
簡
求
咸
言
於
某
曰
、

「
御
史
法
當

謹
。
子
少
年
、
設
有
與
游
、
宜
得
長
厚
有
學
識

、
因
訪
求
得
失
、
資
以
爲
官
。
洛
下
莫
若
李
處
士

」。
某
謝

曰
、「
素
所
恨
未
見

」。

日
造
其
廬
、
遂
旦
夕
往
來
。

杜
牧
が
監
察
御
史
と
し
て
長
安
か
ら
洛
陽
に
分
署
勤
め
し
た
際
、
三
十
三
歳
と
は
い
え
、
ま
だ
未
熟
に
し
て
不

奔
放
な
杜
牧
を

心
配
す
る
友
人
た
ち
が
い
た
。
こ
れ
は
多
分
に
か
つ
て
の
江
南
で
の
風
流
才
子
ぶ
り
が
尾
を
引
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、

御
史
法

當

謹
。
子
少
年
、
設
有
與
游
…
…

と
い
う
友
人
た
ち
の
こ
の
助
言
が
、
皮
肉
に
も
『
本
事
詩
』「
高

」
で
こ
の
洛
陽
を
舞
台

に
語
ら
れ
る
、
紫
雲
な
る
妓
女
を
繞
る
艶
事
や
艶
詩
を
創
り
出
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
の
友
人
た
ち
か
ら
洛
陽
で
浪
々

の
身
で
あ
っ
た
李

と
の
交
際
を
勧
め
ら
れ
、
早
速
、
行
き
来
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
杜
牧
と
李

と
の
初
め
て
の
出
会
い

と
な
る
。

⃞Ｄ

開
成
元
年

八
三
六
）
春
二
月
、
平
盧
軍
節
度
使
王
公
彦
威

君
の
名
を
聞
き
、
卑
辞
を
簡
に
さ

げ
、
副
う
る
に
幣
馬

贈
り
物

の
馬
）
を
以
て
し
、
請
い
て
節
度
巡
官
と
為
す
。
明
年
春
、
平
盧
府
は
改
め
ら
る
る
に
、
君
は
西
に
帰
ら
ん
と
す
る
も
路
に
病

み
、
洛
陽
の
友
人
王
廣
の
思
恭
里
の
第
に
卒
す
。
享
年
若
干
。

開
成
元
年
春
二
月
、
平
盧
軍
節
度
使
王
公
彥
威
聞
君
名
、

卑
辭
於
簡
、
副
以
幣
馬
、
請
爲
節
度
巡
官
。
明
年
春
、
平
盧
府

改
、
君
西

病
於
路
、
卒
於
洛
陽
友
人
王
廣
思
恭
里
第
。
享
年
若
干
。
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杜
牧
と
は
じ
め
て
出
会
っ
た
翌
年
の
春
、

青
平
盧
軍
節
度
使
、
王
彦
威
が
丁
重
に
李

を
そ
の
幕
府
へ
と
辟
き
入
れ
た
。
墓
誌

銘
に

平
盧
軍
節
度
巡
官

と
あ
る
の
は
こ
れ
が
李

の
最
終
官
歴
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
そ
の
翌
年

八
三
七
）
の
春
に
は
幕
府

が
代
わ
っ
た
の
で
李

は
そ
こ
を
引
き
払
っ
て
の
帰
路
、
病
に
倒
れ
、
洛
陽
の
友
人
の
家
で
亡
く
な
っ
た２

）
。

⃞Ｅ

君

諱
は

、
字
は
定
臣
。
七
代
の
祖
は
渤
海
王
奉
慈
た
り
。
祖
は

、
衢
州
盈
川
の
令
た
り
。
父
は
登

、

州
浦
陽
の
尉

た
り
。
浦
陽
は
晩
く
に
子
無
き
も
、
夫
人
の
呉
興
の
沈
氏

一
人
を
夢
み
る
に
、
状
は
甚
だ
偉
に
し
て
、
一
嬰
児
を
捧
げ
て
曰

く
、「
予
は
孔
丘
た
り
て
、
是
を
以
て
爾
に
与
え
ん
」
と
。
期
に
及
び
君
を
生
み
、
因
り
て
名
づ
け
て
天
授
と
曰
う
。
君
は
幼

く
し
て
孤
に
し
て
、
旁
ら
に
群
従

兄
弟
や
従
兄
弟
）
の
以
て
附
託
す
べ
き
も
の
無
し
。
年
十
余
歳
に
し
て
即
ち
学
を
好
み
、
寒

雪
に
は
薪
を
拾
い
て
自
ら
炙
き
、
夜
に
は
膏
を
然も
や
す
無
く
し
て
、
記
す
所
を
黙
念
す
。
年
三
十
に
し
て
、
尽
く
六
経
の
書
を

明
ら
か
に
し
、
微
隠
な
る
を
解
決
す
る
こ
と
、
蘇

バ
タ
ー
類
）
の
融
け
雪
の
釈と
く
る
が
ご
と
く
、
鄭
玄
よ
り
孔
穎
達
の
輩
に
至

る
凡
そ
為
る
所
の
疏
注
、
皆
能
く
其
の
得
失
を
短
長
せ
り
。
一
た
び
進
士
に
挙
げ
ら
る
る
も
、
恥
ぢ
て
試
み
ら
る
る
を
肯
ん
ぜ

ず
し
て
、
晋
陵

常
州
）
の
陽
羨
里
に
帰
り
、
山
水
を
得
て
之
に
居
り
、
始
め
て
百
家
の
書
を
開
き
て
、
事
業

儒
学
）
を
縁
飾
す
。

小
功
喪

祖
父
の
兄
弟
な
ど
に
対
す
る
喪
服
制
で
、
五
服
の
四
番
目
）
有
る
毎
に
、
制
を
訖お
う
る
ま
で
は
肉
を
食
ら
い
酒
を
飲
ま
ず
、

語
言
行
止
、
皆
法
度
有
り
。
陽
羨
の
民
に
闘
諍
し
て
決
せ
ざ
る
こ
と
有
れ
ば
、
官
人
に
之ゆ
か
ず
し
て
、
必
ず
以
て
君
に
詣
る
。

君
諱

、
字
定
臣
。
七
代

渤
海
王
奉
慈
。

、
衢
州
盈
川
令
。
父
登

、

州
浦
陽
尉
。
浦
陽
晩
無
子
、
夫
人

興
沈
氏

夢
一
人
、

甚
偉
、
捧
一
嬰
兒
曰
、「
予
爲
孔
丘
、
以
是
與
爾
」。
及
期
而
生
君
、
因
名
曰
天
授
。
君
幼
孤
、
旁
無

從
可
以
附

託
。
年
十
餘

好
學
、
寒
雪
拾
薪
自
炙
、
夜
無
然
膏
、

念
所
記
。
年
三
十
、
盡
明
六
經
書
、
解
決
微

、
蘇
融
雪
釋
、
鄭
玄

至
于
孔
穎
達
輩
凡
所
爲
疏
注
、
皆
能
短
長
其
得
失
。
一

進
士
、
恥
不
肯
試
、

晉
陵
陽
羨
里
、
得
山
水
居
之
、
始
開
百
家
書
、
5
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飾
事
業
。

有
小
功
喪
、
訖
制
不
食
肉
飲
酒
、
語
言
行
止
、
皆
有
法
度
。
陽
羨
民
有

諍
不
決
、
不
之
官
人
、
必
以
詣
君
。

李

の
祖
父
は
衢
州
盈
川
令
、
父
は

州
浦
陽
尉
の
地
方
官
止
ま
り
で
あ
っ
た
。
李

が
進
士
の
試
験
を
蹴
っ
て
戻
っ
た
所
が

⃞Ａ
で
は

江
東

と
記
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
よ
り
具
体
的
に

晉
陵
陽
羨
里

と
記
さ
れ
、

衢
州

州

晉
陵

い

ず
れ
も
江
南
南
道
の
域
内
に
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
こ
の
李
氏
一
族
は
既
に
こ
こ
に
地
縁
を
得
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
七
代
前

の

渤
海
王
奉
慈

と
い
う
宗
室
の
存
在
は
、
李

を
し
て
唐
王
朝
へ
の
帰
属
意
識
を
強
固
な
も
の
に
し
た
に
違
い
な
い
。
母
の
夢

見
で
孔
子
か
ら
授
か
っ
た
の
が
李

だ
と
い
う
出
生
譚
も
、
文
字
通
り
、
彼
が
儒
家
の
申
し
子
で
あ
る
こ
と
を
言
わ
ん
と
す
る
も
の

で
、
そ
の
後
の
勉
強
ぶ
り
や
節
度
あ
る
言
行
は
⃞Ｂ
の

有
道
有
學
有
文

を
し
っ
か
り
と
裏
付
け
て
お
り
、
ま
た
次
の
⃞Ｆ
で

元
白

詩

批
判
を
す
る
者
の
確﹅
か﹅
さ﹅
を
も
担
保
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
こ
に

一

進
士

の
前
に

年
三
十

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
受
験
の
年
に
当
た
る
元
和
七
年

八
一
二
）
頃
に
は

⃞Ａ
）
、

李

は
少
な
く
と
も
三
十
歳
に
は
な
っ
て
お
り
、
杜
牧

八
〇
三

八
五
二
）
よ
り
二
十
歳
は
懸
け
離
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⃞Ｆ

著
す
所
の
文
は
数
百
篇
、
仁
義
に
外はず
る
れ
ば
、
一
に
筆
に
関
わ
ら
ず
。
嘗
て
曰
く
、「
詩
は
以
て
歌
う
べ
く
、
以
て
竹
に
流

し
、
糸
に
鼓
す
べ
く
、
婦
人
小
児
、
皆
諷
誦
せ
ん
と
欲
す
。
国
俗
の
薄
厚
、
之
を
詩
に
扇
ぎ
て
、
風
の
疾
速
せ
る
が
如
し
。
嘗つね

に
痛
む
ら
く
は
元
和
よ
り
已
来
、
元
白
詩
な
る
者
有
り
て
、

不
逞
に
し
て

な
よ
な
よ
と
し
て
乱
れ
て
い
る
）
、
壮
士
雅
人
に

非
ざ
れ
ば
、
多
く
其
の
破
壊
す
る
所
と
為
る
。
民
間
に
流
れ
、
屛
壁
に
疏
し
、
子
父
女
母
、
交
口
教
授
し
、
淫
言

語

い
や

ら
し
い
こ
と
ば
）
、
冬
寒
夏
熱
の
ご
と
く
、
人
の
肌
骨
に
入
り
、
除
去
す
べ
か
ら
ず
。
吾

位
無
け
れ
ば
、
法
を
用
い
て
以
て
之

を
治
む
る
を
得
ず
。
後
代
を
し
て
発
憤
す
る
者
有
る
を
知
ら
し
め
ん
と
欲
し
、
因
り
て
国
朝
已
来
の
古
詩
に
類
す
る
も
の
を
集

め
て
若
干
首
を
得
て
、
編
み
て
三
巻
と
為
し
、
目
し
て
『
唐
詩
』
と
為
し
、
序
を
為
り
て
以
て
其
の
志
を
導
か
ん
」
と
。
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所
著
文
數
百
篇
、
外
於
仁
義
、
一
不
關
筆
。
嘗
曰
、「
詩

可
以
歌
、
可
以
流
於
竹
、
鼓
於
絲
、
婦
人
小
兒
、
皆
欲
諷
誦
。

國
俗
薄
厚
、
扇
之
於
詩
、
如
風
之
疾
速
。
嘗
痛
自
元
和
已
來
、
有
元
白
詩

、

不
逞
、
非
莊
士
雅
人
、
多
爲
其
所
破

。

流
於
民
間
、
疏
于
屛
壁
、
子
父
女
母
、
交
口
敎
授
、
淫
言

語
、
冬
寒
夏
熱
、
入
人
肌
骨
、
不
可
除
去
。
吾
無
位
、
不
得
用
法

以
治
之
。
欲
使
後
代
知
有
發
憤

、
因
集
國
朝
已
來
類
於
古
詩
得
若
干
首
、
編
爲
三

、
目
爲
『
唐
詩
』、
爲
序
以
導
其
志
」。

前
に

貌
古
文
高

⃞Ａ
）
や

有
道
有
學
有
文

⃞Ｂ
）
と
語
ら
れ
た
李

の
文
学
は
、
因
っ
て
政
道
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
然
、

不
逞

に
し
て

淫
言

語

な
る

元
白
詩

は
風
教
を
破
壊
す
る
も
の
と
否
定
さ
れ
る
。
こ

の

元
白
詩

と
は
具
体
的
に
は

や
か
な
女
性
を
詠
む
艶
詩
を
指
し
て
い
る
。
李

は
そ
の
よ
う
な
詩
を
糺
す
職
に
な
い
の
で
、

そ
こ
で
本
朝
の
古
詩
を
集
め
て
『
唐
詩
』
と
名
付
け
、
そ
の
序
文
に
編
纂
の
意
図
を
示
し
た
い
と
語
っ
た
の
で
あ
る３

）
。
こ
こ
の
く
だ

り
が
多
く
の
論
者
に
引
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
執
筆
の
意
図
は
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
そ
の
時
代
の
政
治
的
、

或
い
は
文
学
的
背
景
の
解
明
に
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

⃞Ｇ
江
南
に
居
る
に
、
秀
人
張
知
実

寶

二
年
進
士

八
二
六
）
・
蕭
眞

・
韓

・
崔
壽
・
宋

大
和
四
年
状
元

八
三
〇
）
・
楊
發

大

和
四
年
進
士

八
三
〇
）
・
王
廣
、
皆

君
に
趨
き
之
と
交
わ
り
、
後
に
皆

進
士
の
第
を
得
て
、
名
声
・
官
職
有
り
。
君

尚
お
布

衣
た
る
も
、
然
れ
ど
も
君
と
は
敢
え
て
稍
か
も
怠
ら
ず
。
君
は
洛
中
に
在
り
て
困
し
む
こ
と
甚
し
く
、
河
陽
節
度
使
蕭
洪
の
鎮

を
鹿
州
に
移
す
に

大
和
九
年
十
月

八
三
五
）
、
諫
議
大
夫
蕭
俶

君
を
以
て
洪
に
言
う
。
洪

素
よ
り
諫
議
を
敬
え
る
に
、
即
ち

君
に
謁
し
て
以
て
請
わ
ん
と
欲
す
る
も
、
君
曰
く
、「
人
間

言
す
る

盛
ん
に
言
い
立
て
る
）
に
洪

は
外
戚
に
籍
り
、
一
た
び

其
の
面
を
窺
え
ば
能
く
吾
が
死
を
も
易
え
ん
。
尚
且なお
死
を
忍
ば
ず
、
況
ん
や
其
の
党
と
為
る
を
や
」
と
。
居
る
こ
と
数
月
に
し

て

開
成
元
年
八
月

八
三
六
）
、
洪
果
し
て
敗
る
。
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居
江
南
、
秀
人
張
知
實
・
蕭
眞

・
韓

・
崔
壽
・
宋

・
楊
發
・
王
廣
、
皆
趨
君
交
之
、
後
皆
得
進
士
第
、
有
名
聲
・
官
職
。

君
尚
爲
布
衣
、
然
於
君
不
敢
稍
怠
。
君
在
洛
中
困
甚
、
河
陽
節
度
使
蕭
洪
移
鎭
鹿
州
、
諫
議
大
夫
蕭
俶
以
君
言
於
洪
。
洪
素
敬

諫
議
、

欲
謁
君
以
請
、
君
曰
、「
人
間

言
洪

籍
外
戚
、
一
窺
其
面
能
易
吾
死
。
尚
且
不
忍
死
、
況
爲
其
黨
乎
」。
居
數
月
、

洪
果
敗
。

こ
こ
で
李

が
江
南
に
い
た
時
と
は
、
進
士
の
試
験
を
蹴
っ
て
江
東
に
帰
っ
た
元
和
七
年

八
一
二
）
頃
よ
り
後
の
こ
と
で
あ
る

⃞Ａ
）
。
彼
と
交
流
の
あ
っ
た
者
た
ち
は
次
々
と
及
第
、
出
世
し
て
い
き
、
ひ
と
り
李

は
布
衣
の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
彼
へ
の
敬
意

は
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
江
南
で
李

と
交
わ
っ
た
者
た
ち
の
中
に
、
杜
牧
と
の
関
係
に
於
い
て
た
い
へ
ん
重

要
な
張

七
九
二

八
五
三

）
が
い
た
こ
と
も
こ
こ
に
指
摘
し
て
お
き
た
い４

）
。
そ
の
後
、
平
盧
軍
節
度
使
の
王
彦
威
の
下
に
赴
い
た

開
成
元
年

八
三
六
）
の
前
年
の
こ
と
と
し
て

⃞Ｄ
）
、
蕭
太
后

文
宗
の
母
）
の
弟
と
詐
称
し
た
蕭
洪
が
洛
陽
で
困
窮
し
て
い
た
李

を

幕
府
に
辟
こ
う
と
し
た
が
、
不
正
な
輩
に
就
く
こ
と
を
拒
ん
だ
と
い
う
李

の
も
う
一
つ
の
剛
直
な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
載
せ
る
。

⃞Ｈ

弘
農
の
楊
氏
の
女
を
娶
る
も
、
早
く
に
卒
す
。
子
二
人
、
長
は
審
之
と
曰
い
、
次
は
鼎
郎
と
曰
い
、
始
め
て
五
歳
。
某
年
月

を
以
て
、
権かり
に
常
州
義
興
県
某
郷
里
に
葬
る
。
某
は
君
と
晩
交
を
為
し
、
君
に
得
る
こ
と
最
も
厚
く
、
因
り
て
之
が
銘
を
為
り

て
曰
く
、

命
は
煙
雲
の
如
く
、
道
は
宮
宅
に
比
ぶ
。
煙
雲
飄
揚
と
し
て
、
往
来
を
知
る
こ
と
莫
し
。
道
を
為
し
て
至
ら
ざ
れ
ば
、
以
て

息
す
る
こ
と
無
し
。
道
有
り
て
命
有
る
は
、
偶
然
に
し
て
相
い
値あ
う
。
命
の
我
に
在
ら
ず
し
て
、
不
肖
も
亦
た
貴
し
。
豈
に

此
を
指
さ
し
て
、
彼
と
市
を
為
す
べ
け
ん
や
。
嗚
呼

定
臣
よ
、
曰ここ
に
徳
は
孔はなは
だ
脩
ま
り
、
曰
に
学
は
必
ず
聖
た
り
。
我
に
飭おし

う
る
に
兢
兢
た
り
て
、
一
も
命
も
言
わ
ず
。
其
の
心
を
伝
え
て
、
以
て
後
生
に
教
う
べ
し
。
嗚
呼

哀
し
き
か
な
。
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娶
弘
農
楊
氏
女
、
早
卒
。
子
二
人
、
長
曰
審
之
、
次
曰
鼎

、
始
五

。
以
某
年
月
、
權
葬
於
常
州
義
興
縣
某

里
。
某
於

君
爲
晩
交
、
得
君
最
厚
、
因
爲
之
銘
曰
、

命
如
煙
雲
、
道
比
宮
宅
。
煙
雲
飄
揚
、
莫
知
往
來
。
爲
道
不
至
、
無
以

息
。
有
道
有
命
、
偶
然
相
値
。
命
不
在
我
、
不
肖

亦
貴
。
豈
可
指
此
、
與
彼
爲
市
。
嗚
呼
定
臣
、
曰
德
孔
脩
、
曰
學
必
聖
。
飭
我
兢
兢
、
一
不
言
命
。
可
傳
其
心
、
以
敎
後
生
。

嗚
呼
哀
哉
。

妻
は
早
死
に
し
、
幼
い
子
ど
も
を
残
し
て
の
李

の
死
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
晩
年
に
深
い
付
き
合
い
が
あ
っ
た
の
で
杜
牧
は
こ
の

墓
誌
銘
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
最
後
に
銘
文
が
添
え
ら
れ
る
が
、

元
白
詩

批
判
も
含
め
て
、
こ
れ
ま
で
墓
誌
で
語

ら
れ
て
き
た
李

に
関
す
る
事
ど
も
が
、

命

に
恵
ま
れ
ず
と
も
そ
れ
に
恋
々
と
す
る
こ
と
な
く
、
ひ
た
す
ら
追
い
求
め
た

道

が
そ
の

徳

や

學

の
高
さ
と
な
っ
て
表
わ
れ
て
い
る
と
讃
え
る
こ
の
銘
文
の
内
実
で
あ
っ
た
こ
と
は
改
め
て
確
認
し
て
お
き

た
い
。

李

の
死
は
開
成
二
年

八
三
七
）
春
以
降
ま
も
な
く
で

⃞Ｄ
）
、
時
に
彼
は
五
十
五
歳
を
超
え
て
い
た
こ
と
に
な
る

⃞Ｅ
）
。
こ
の

墓
誌
銘
に
は

權
葬

仮
も
が
り
）
の
記
述
は
あ
る
が
、
先
祖
の
墓
域
に
改
め
て
葬
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
遷
葬
に
つ
い
て
の
言
及
が

な
い
。
し
か
し
仮
も
が
り
は
遷
葬
と
違
っ
て
ふ
つ
う
、
死
後
ま
も
な
く
執
り
行
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
杜
牧
の
「
李

墓
誌

銘
」
も
開
成
二
年

八
三
七
）
春
か
ら
大
き
く
隔
た
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
亡
く
な
っ
た
地
が
洛
陽
で

⃞Ｄ
）
、
仮
も
が
り
の

地
が
江
南
の
常
州
で
あ
れ
ば

⃞Ｈ
）
、
そ
の
時
間
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い５

）
。
こ
の
年
、
三
十
五
歳
に
な
っ
た
杜
牧

は
、
弟
、
杜

の
眼
病
を
治
す
た
め
に
同
僚
の
韋
楚
老
に
紹
介
さ
れ
た
石
生
な
る
医
者
を
伴
っ
て
監
察
御
史
を
辞
し
て
揚
州
に
見
舞

っ
て
い
る６

）
。
そ
の
よ
り
正
確
な
時
間
に
つ
い
て
、
杜
牧
に
は
こ
の
年
、
眼
医
を
紹
介
し
た
韋
楚
老
が
長
安
に
転
任
す
る
に
際
し
て
贈

っ
た
「
洛﹅
中﹅
監﹅
察﹅
病﹅
﹅

滿﹅
、
送
韋
楚
老
拾
遺

朝
」
詩
『

川
文
集
』
巻
四
）
が
あ
り
、
そ
の
詩
題
か
ら
杜
牧
が
病
気
休
暇
期
間

百
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日
間
）
が
過
ぎ
て
規
定
に
よ
っ
て
監
察
御
史
の
任
を
解
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
更
に
首
聯
の

洛
橋
風
暖
か
に

し
て
細
か
に
衣
を
翻
し
、
春
仙
官
を
引
き
て
玉

に
去
る

洛
橋
風
暖
細
翻
衣
、
春
引
仙
官
去
玉

）

が
陽
春
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
か

ら
、
杜
牧
は
こ
の
開
成
二
年

八
三
七
）
春
以
降
に
監
察
御
史
を
辞
め
て
揚
州
に
向
か
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
李

も
こ
の
年

の
春
以
降
、
洛
陽
で
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で

⃞Ｄ
）
、
李

が
亡
く
な
っ
た
時
、
そ
し
て
「
李

墓
誌
銘
」
を
作
っ
た
時
、
杜
牧
は

な
お
洛
陽
に
居
た
の
か
、
或
い
は
す
で
に
江
南
に
居
た
の
か
は
確
か
に
判
断
に
迷
う７

）
。

二

前
節
で
「
李

墓
誌
銘
」
の
全
文
を
紹
介
し
、
若
干
の
補
足
説
明
を
行
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
筆
者
が
こ
の
墓
誌
銘
を
取
り
上
げ
た

の
は
、
杜
牧
が
李

の
こ
と
ば
を
借
り
て

元
白
詩

を
批
判
し
て
い
る
こ
と
に
あ
っ
た

⃞Ｆ
）
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
古
来
、
多
く

の
論
評
が
あ
る
が
、
唐
末
、

滔

乾
寧
二
年
進
士

八
九
五
）
の
次
の
評
は
そ
の
最
も
早
い
も
の
と
言
え
よ
う
。

大﹅
唐﹅
は﹅
前﹅
に﹅
李﹅

李
白
）
・
杜﹅

杜
甫
）
有﹅
り﹅
、
後﹅
に﹅
元﹅
・﹅
白﹅
有﹅
り﹅
て﹅
、
信﹅
に﹅
滄﹅
溟﹅
の﹅
際﹅
無﹅
く﹅
、
華﹅
嶽﹅
の﹅
天﹅
を﹅
干﹅
す﹅
が﹅
若﹅
し﹅
。
然﹅

れ﹅
ど﹅
も﹅
李﹅
飛﹅
よ﹅
り﹅
数﹅
賢﹅
、
多﹅
く﹅
粉﹅
黛﹅
を﹅
以﹅
て﹅
﹅

天﹅
の﹅
罪﹅
と﹅
為﹅
す﹅
も﹅
、
殊﹅
に﹅
謂﹅
わ﹅
ず﹅
三﹅
百﹅
五﹅
篇﹅
の﹅
女﹅
子﹅
を﹅
多﹅
と﹅
す﹅
る﹅
を﹅
。
蓋﹅
し﹅
指﹅

し﹅
説﹅
く﹅
所﹅
の﹅
如﹅
何﹅
な﹅
る﹅
か﹅
に﹅
在﹅
る﹅
の﹅
み﹅
。「
長
恨
歌
」
の
「
遂
に
天
下
の
父
母
の
心
を
し
て
、
男
を
生
む
を
重
ん
ぜ
ず
し
て
女

を
生
む
を
重
ん
ぜ
し
む
」
と
云
う
が
如
き
に
至
り
て
は
、
此
れ
男
女
の
常
あ
ら
ざ
る
を
以
て
、
陰
陽
倫
を
失
う
を
刺
す
。
其
の

意
は
険
に
し
て
奇
、
其
の
文
は
平
に
し
て
易
く
、
所
謂

之
を
言
う
者
は
罪
無
く
、
之
を
聞
く
者
は
、
以
て
自
ら
戒
し
む
る
に

足
る
も
の
か
な
。

大﹅
唐﹅
前﹅
有﹅
李﹅
・
杜﹅
、
後﹅
有﹅
元﹅
・
白﹅
、
信﹅
若﹅
滄﹅
溟﹅
無﹅
際﹅
、
華﹅
嶽﹅
干﹅
天﹅
。
然﹅
自﹅
李﹅
飛﹅
數﹅
賢﹅
、
多﹅
以﹅
粉﹅
黛﹅
爲﹅
﹅

天﹅
之﹅
罪﹅
、
殊﹅
不﹅
謂﹅
三﹅

百﹅
五﹅
篇﹅
多﹅
乎﹅
女﹅
子﹅
。
蓋﹅
在﹅
所﹅
指﹅
説﹅
如﹅
何﹅
耳﹅
。
至
如
「
長
恨
歌
」
云
「
遂
令
天
下
父
母
心
、
不
重
生
男
重
生
女
」、
此
刺
以
男
女
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不
常
、
陰
陽
失
倫
。
其
意
險
而
奇
、
其
文
平
而
易
、
所
謂
言
之

無
罪
、
聞
之

足
以
自
戒
哉
。

『

御
史
集
』
巻
七
「
答
陳

論
詩
書
」）

『
毛
詩
』
も
女
性
を
軽
視
し
て
い
な
い
よ
う
に
、
詩
歌
の
評
価
は
そ
の
諷
諭
性
の
如
何
に
懸
か
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
李

杜
牧
）
な
ど
が
白
居
易
の
詩
に
女
性
が
多
く
用
い
ら
れ
る
か
ら
と
咎
め
立
て
る
の
は
当
た
ら
な
い
と

滔
は
論
じ
る
が
、
李

杜

牧
）
が
批
判
す
る
よ
う
な
艶
詩
と
で
は
些
か
議
論
が
か
み
合
わ
な
い
。

ま
た
宋
の
葉
夢
得
も
次
の
よ
う
に
い
う
。

杜
牧

李

の
墓
誌
を
作
り
、

の
元
白
詩
を

る
語
を
載
せ
る
に
、
所いわ
謂ゆる
「
荘
人
雅
士
の
為
る
所
に
非
ず
し
て
、
淫
言

語
、

人
の
肌
骨
に
入
る
」
と
い
う
者
な
り
。
元

は
論
ぜ
ざ
る
所
に
し
て
、

天
の
諷
諫
・
閑
適
の
辞
の
如
き
は
、
概
し
て
「
淫
言

語
」
と
謂
う
べ
け
ん
や
。

は
何
人
な
る
か
を
知
ら
ざ
れ
ど
も
牧

之
を
称
う
る
こ
と
過
甚
な
り
。
古
今
の
妄
人
は
自
ら
量

ら
ず
し
て
、
好
く
抑
揚
予
奪
し
、
人

ち
之
を
信
ず
る
の
類
な
る
の
み
。
牧
の
詩
の
「

淫

」
な
る
を
観
る
に
、
乃
ち
正

に
其
の
言
う
所
に
し
て
自
ら
知
ら
ざ
る
な
り
。『
新
唐
書
』
に
牧
の
語
と
取
り
為
し
て
「

天
伝
」
に
論
じ
て
、「
以
為
ら
く

失あやまちを
救
わ
ん
と
し
、
然
ら
ざ
る
を
得
ず
」
と
は
、
蓋
し
過あやまて
り
。

杜
牧
作
李

墓
誌
、
載

元
白
詩
語
、
所
謂
「
非
莊
人
雅
士
所
爲
、
淫
言

語
、
入
人
肌
骨
」

。
元

所
不
論
、
如

天

諷
諫
・
閑
適
之
辭
、
可

謂
「
淫
言

語
」
耶
。

不
知
何
人
而
牧

之
過
甚
。
古
今
妄
人
不
自
量
、
好
抑
揚
予
奪
、
而
人

信
之
類
爾
。

牧
詩
「

淫

」、
乃
正
其
所
言
而
自
不
知
也
。『
新
唐
書
』
取
爲
牧
語
論
「

天
傳
」、「
以
爲
救
失
、
不
得

不
然
」、
蓋
過
矣
。

葉
夢
得
『
避
暑

話
』
巻
下
）

『
新
唐
書
』「
白
居
易
傳
」

巻
一
一
九
）
の
賛
は
李

の

不
逞
、
非
莊
士
雅
人
所
爲
。
流
傳
人
間
、
子
父
女
母
交
口
敎
授
、
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淫
言

語
、
入
人
肌
骨
、
不
可
去

を
杜
牧
の
こ
と
ば
と
見
な
し
て
引
用
し
、

蓋
し
失
す
る
所
を
救
わ
ん
と
し
、
云
わ
ざ
る
を
得

ず

蓋
救
所
失
、
不
得
不
云
）

と
、
過
ち
を
正
す
た
め
に
発
言
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
と
杜
牧
を
擁
護
す
る
。
し
か
し
葉
夢
得

は
、
元

は
ど
こ
か
に
抛
っ
て
お
い
て
白
居
易
の
諷
諭
詩
や
閑
適
詩
を
以
て
元
白
を
弁
護
し
、
杜
牧
こ
そ
自
身
の
詩
が

淫

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
と
反
駁
す
る
。

こ
の
よ
う
な
議
論
は
枚
挙
に
暇
が
無
い
が
、
杜
牧
が

元
白
詩

に
対
し
て
否
定
的
だ
っ
た
こ
と
だ
け
を
紹
介
し
た
り
、
或
い
は

そ
の
態
度
の
妥
当
性
の
如
何
を
議
論
す
る
だ
け
で
は
、
杜
牧
の
文
学
は
見
え
て
来
な
い
と
い
う
も
ど
か
し
さ
が
常
に
筆
者
に
付
き
纏

っ
て
い
た
。
要
す
る
に
、
こ
の
よ
う
に
批
判
す
る
杜
牧
の
そ﹅
も﹅
そ﹅
も﹅
の﹅
理﹅
由﹅
に
つ
い
て
、
更
に
掘
り
下
げ
て
考
え
ね
ば
そ
の
答
え
は

得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
の
「
李

墓
誌
銘
」
を
そ
の
時
代
の
具
体
的
様
相
の
中
に
改
め
て
置
き
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
杜

牧
に
於
け
る
政
治
と
文
学
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

三

「
李

墓
誌
銘
」
が
作
ら
れ
た
時
期
に
つ
い
て
、
李

が
亡
く
な
っ
た
開
成
二
年

八
三
七
）
春
以
降
の
さ
ほ
ど
間
を
置
か
な
い
時

期
に
作
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
挿
入
さ
れ
た

元
白
詩

を
批
判
す
る
話
は
間
違
い
な
く
杜
牧

と
李

の
交
遊
の
中
で
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る８

）
。
つ
ま
り
、
杜
牧
が
監
察
御
史
と
し
て
長
安
か
ら
洛
陽
へ
と
分
署
勤
め
に
な
っ
た
大

和
九
年

八
三
五
）
八
月
以
降
の
こ
と
で
あ
る

⃞Ｃ
・
⃞Ｇ
）
。
こ
こ
で
改
め
て
進
士
に
及
第
し
て
か
ら
こ
の
あ
た
り
ま
で
の
杜
牧
の
官
歴

を
中
心
に
李

や
他
の
詩
人
た
ち
の
事
蹟
な
ど
も
交
え
な
が
ら
振
り
返
っ
て
み
る
。

大
和
二
年

八
二
八
）

杜
牧
二
六
歳

進
士
科
、
制
挙
に
及
第
し
、
弘
文
館
校
書
郎
・
試
左
武
衛
兵
曹
参
軍
に
釈
褐
。
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十
月
、
江
西
観
察
使

洪
州
鍾
陵
）
の
沈
傳
師

七
六
九

八
三
五
）
に
辟
か
れ
江
西
団
練
府
巡
官
・
試
大
理
評
事
。

大
和
三
年

八
二
九
）

杜
牧
二
七
歳

三
月
、
白
居
易

七
七
二

八
四
六
）
太
子
賓
客
東
都
分
司
。

大
和
四
年

八
三
〇
）

杜
牧
二
八
歳

宣

観
察
使

宣
州
宣
城
）
に
移
っ
た
沈
傳
師
に
従
う
。

大
和
五
年

八
三
一
）

杜
牧
二
九
歳

七
月
、
武
昌
軍
節
度
使
の
元

七
七
九

八
三
一
）

州
の
任
所
で
没
。

大
和
七
年

八
三
三
）

杜
牧
三
一
歳

淮
南
節
度
使

揚
州
）
の
牛
僧

七
八
〇

八
四
八
）
に
辟
か
れ
節
度
推
官
・
監
察
御
史
裏
行
。

大
和
九
年

八
三
五
）

杜
牧
三
三
歳

春
、
監
察
御
史
と
し
て
長
安
に
戻
る
。

八
月
以
降
、
監
察
御
史
東
都
分
司
。
李

と
交
遊
。

十
月
、
李

、
河
陽
節
度
使
蕭
洪
の
招
き
を
断
る
。

十
一
月
、
甘
露
の
変
。

開
成
元
年

八
三
六
）

杜
牧
三
四
歳

春
、

青
平
盧
軍
節
度
使
の
王
彦
威
が
李

を
節
度
巡
官
と
し
て
辟
く
。

六
月
、
李
紳

七
七
二

八
四
六
）
が
宣
武
軍
節
度
使
を
拝
命
。

開
成
二
年

八
三
七
）

杜
牧
三
五
歳
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春
以
降
、
洛
陽
に
て
李

死

こ
の
後
、「
李

墓
誌
銘
」
執
筆
）
。

春
以
降
、
監
察
御
史
東
都
分
司
を
辞
し
て
、
揚
州
に
弟
杜

を
見
舞
う
。

九
月
、
宣

観
察
使
の
崔
鄲
に
辟
か
れ
て
団
練
判
官
・
殿
中
侍
御
史
内
供
奉
。

杜
牧
は
、
進
士
及
第
後
、
す
ぐ
に
節
度
使
の
幕
僚
と
し
て
足
か
け
八
年
も
の
間
、
江
南
で
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
生

活
が
杜
牧
の
文
学
に
計
り
知
れ
な
い
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
想
像
で
き
る
が
、
例
え
ば
、
前
述
の
張

七
九
二

八

五
三

）
、
更
に
は
許
渾

七
八
八

八
五
四

）
と
い
っ
た
江
南
文
人
た
ち
と
の
受
容
関
係
に
つ
い
て
、
研
究
の
余
地
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん

に
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
論
じ
て
み
た
い９

）
。

そ
の
江
南
で
の
生
活
を
終
え
た
大
和
九
年

八
三
五
）
、
監
察
御
史
と
し
て
長
安
に
戻
っ
た
杜
牧
を
待
ち
受
け
て
い
た
の
は
そ
の
年

の
十
一
月
に
起
こ
っ
た
甘
露
の
変
と
い
う
凄
惨
極
ま
り
な
い
大
政
変
で
あ
っ
た
。
時
の
皇
帝
、
文
宗
は
李
訓
や
鄭
注
ら
と
謀
っ
て
、

宦
官
仇
士
良
ら
を
誅
殺
し
そ
の
勢
力
を
殺
ご
う
と
し
た
。
し
か
し
直
前
に
事
が
露
見
し
て
未
遂
に
終
わ
っ
た
こ
の
政
変
は
、
逆
に
大

粛
清
の
嵐
を
呼
ん
で
益
々
宦
官
の
専
横
を
許
す
こ
と
と
な
っ
た
。
杜
牧
は
そ
の
四
年
後
の
開
成
四
年

八
三
九
）
に
全
六
十
八
句
に
も

及
ぶ
長
篇
古
詩
「
李
甘
詩
」
『

川
文
集
』
巻
一
）
を
作
っ
て
い
る
が
、
そ
の
冒
頭
の

大
和
八
九
年
、
訓
注

虎
を
極
む
。
身
を

九
地
の
底
に
潜
め
し
も
、
転
じ
て
青
天
に
上
り
去
る

大
和
八
九
年
、
訓
注
極

虎
。

身
九
地
底
、
轉
上
靑
天
去
）

と
は
、
甘
露
の
変

の
直
前
に
李
訓
や
鄭
注
が
専
横
を
極
め
て
い
た
こ
と
を
言
い
、
李
甘
は
そ
の
彼
ら
に
敢
然
と
反
抗
し
た
た
め
左
遷
さ
れ
、
ま
も
な
く

貶
謫
の
地
で
没
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
そ
の
数
ヶ
月
後
に
起
こ
っ
た
甘
露
の
変
に
よ
っ
て
李
訓
と
鄭
注
だ
け
で
な
く
、
廉
直
の
士
ま

で
も
凄
惨
な
目
に
遭
い
な
が
ら
、
人
を
陥
れ
た
輩
が
い
ま
だ
な
お
安
穏
と
し
て
い
る
理
不
尽
さ
に
、

其
の
冬

二
兇

李
・
鄭
）
敗
れ
、

汗

湯

を
開
く

文
宗
の
恩
赦
）
。
賢
者
は
須
ら
く
喪
亡
す
べ
く
、
讒
人
は
尚
ほ
堆
堵

其
冬
二
兇
敗
、

汗
開
湯

。
賢

須
喪
亡
、

讒
人
尚
堆
堵
）

と
憤
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
憤
る
杜
牧
も
最
後
は
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
で
結
ぶ
し
か
な
か
っ
た
。

14



予
於
後
四
年
、
諫
官
事
明
主

予

後
四
年

開
成
四
年

八
三
九
）
に
於
い
て
、
諫
官

左
補
闕
）
明
主
に
事
う

常
欲
雪
幽
冤
、
於
時
一
卑
補

常
に
幽
冤
を
雪
ぎ
、
時
に
於
い
て
一
な
り
と
も
卑
補
せ
ん
と
欲
す

﹅
章﹅
豈﹅
艱﹅
難﹅
、
膽﹅
薄﹅
多﹅
憂﹅
懼﹅

拝﹅
章﹅

豈﹅
に﹅
艱﹅
難﹅
な﹅
ら﹅
や﹅
、
肝﹅
薄﹅
く﹅
憂﹅
懼﹅
多﹅
し﹅

如
何
干
斗
氣
、
竟
作
炎
荒
土

如
何
ぞ
斗
を
干
さ
ん
と
す
る
の
気
も
、
竟
に
炎
荒
の
土
と
作
る

題
此
涕
滋
筆
、
以
代
投
湘
賦

此
に
題
し
て
涕

筆
を
滋
し
、
以
て
湘
に
投
ず
る
の
賦
に
代
え
ん

『

川
文
集
』
巻
一
）

甘
露
の
変
の
四
年
も
後
の
、
し
か
も
不
正
を
糾
弾
す
る
左
補
闕
の
任
に
あ
っ
た
こ
の
時
で
さ
え
、
杜
牧
は
上
奏
し
て
彼
ら
の
汚
名

を
晴
ら
す
こ
と
の
で
き
ぬ
自
ら
の
不
甲
斐
な
さ
を
恥
ぢ
、
た
だ
ひ
た
す
ら
鎮
魂
の
こ
と
ば
を
捧
げ
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
新
唐
書
』
の
杜
牧
の
伝

巻
一
六
六
「
杜
佑
傳
附
杜
牧
傳
」）
に
は
、

牧﹅

剛﹅
直﹅
に﹅
し﹅
て﹅
奇﹅
節﹅
有﹅
り﹅
、
小﹅
謹﹅
に﹅
齪﹅
齪﹅
た﹅
ら﹅
ず﹅
、
敢
え
て
大

事
を
論
列
し
、
病
利
を
指
陳
す
る
こ
と
尤
も
切
至

牧﹅
剛﹅
直﹅
有﹅
奇﹅
節﹅
、
不﹅
爲﹅
齪﹅
齪﹅
小﹅
謹﹅
、
敢
論
列
大
事
、
指
陳
病
利
尤
切
至
）

と
評
さ
れ

る
が
、「
李
甘
詩
」
の
こ
の
最
後
の
こ
と
ば
を
見
る
と
、

剛
直

と
は
程
遠
い
杜
牧
が
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
時
も
な
お
朝
廷
に
は
戦

慄
す
べ
き
勢
力
が
隠
然
と
蠢
い
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
に
一
士
大
夫
と
し
て
生
き
抜
い
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
杜
牧
の
苦
衷
を

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
李
甘
も
先
の
李

と
同
じ
よ
う
に
掛
け
値
無
し
の

剛
直

な
人
物
で
あ
る
。
杜
牧
は
こ
の
よ

う
に
思
い
憧
れ
る

剛
直

な
人
物
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
も
そ
れ
に
重
ね
投
ぜ
ん
と
す
る
欲
求
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

る
。
そ
こ
に
些
か
な
り
と
も
慰
藉
を
得
ん
と
す
る
詩
人
、
杜
牧
の
姿
が
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、
甘
露
の
変
の
直
前
、
恐
ら
く
は

病
気
を
理
由
に
長
安
か
ら
洛
陽
に
移
っ
て
い
る
よ
う
に
、
時
代
の
空
気
を
読
み
取
る
こ
と
に
敏
感
で
あ
っ
た
士
大
夫
と
し
て
の
杜
牧

の
姿
も
垣
間
見
ら
れ
る10

）
。

こ
の
よ
う
に
甘
露
の
変
は
唐
王
朝
に
対
し
て
政
治
的
に
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
た
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
生
き
る
詩
人
た
ち
に

も
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
小
川
環
樹
氏
が
『
唐
詩
概
説
』
に
於
い
て
、
明
、
趙

光
の
時
代
区
分
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『
唐
人
萬
首
絶
句
』
凡
例
）
に
拠
っ
て
、
こ
の
大
和
九
年

八
三
五
）
を
以
て
中
唐
の
終
わ
り
と
す
る
の
も
、
や
は
り
こ
の
甘
露
の
変
ゆ

え
で
あ
る11

）
。
明
の
高

も
『
唐
詩
品
彙
』
の
「
總
叙
」
で
は
、
甘
露
の
変
後
を
意
味
す
る
文
宗
の
開
成
年
間

元
年
至
五
年

八
三
六

八
四
〇
）
以
降
を
晩
唐
と
す
る
が
、
中
唐
は
憲
宗
の
元
和
年
間

元
年
至
十
五
年

八
〇
六

八
二
〇
）
以
前
と
し
、
そ
の
中
間
の
長
慶

元

年
至
四
年

八
二
一

八
二
四

穆
宗
）
・
寶

元
年
至
三
年

八
二
五

八
二
六

敬
宗
）
・
大
和

元
年
至
九
年

八
二
七

八
三
五

文
宗
）
年
間
へ

の
言
及
は
な
い
。
こ
れ
は
文
学
史
を
截
然
と
切
り
分
け
る
こ
と
へ
の
た
め
ら
い
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
実
際
に
こ
の
時
代
の

文
学
の
有
り
様
は
捉
え
難
か
っ
た
か
ら
だ
と
も
言
え
る12

）
。
し
か
し
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
李

墓
誌
銘
」
が
こ
の
よ
う
な
時
代
を
経

て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
あ
た
り
の
文
学
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
や
は
り
よ
く
確
め

て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
う
。

註※
本
論
考
は
、
紙
面
の
都
合
上
、「
杜
牧
の
『
李

墓
誌
銘
』
に
つ

い
て

上
）」
と
「
杜
牧
の
『
李

墓
誌
銘
』
に
つ
い
て

下
）」
に

分
け
て
論
ず
る
こ
と
と
し
、「
杜
牧
の
『
李

墓
誌
銘
』
に
つ
い

て

下
）」
は
次
年
度
『
人
文
論
叢
』
第
六
四
號
に
公
表
予
定
。

１
）

杜
牧
の
詩
文
に
つ
い
て
は
、
呉
在
慶
『
杜
牧
集
繫
年
校
注
』

全
四
冊
（
二
〇
〇
年
十
月

中
華
書
局
）
に
拠
り
つ
つ
、
適
宜
、

他
本
・
他
書
を
参
照
。
ま
た
杜
牧
の
経
歴
や
詩
文
の
繫
年
に
つ

い
て
は
、

鉞
『
杜
牧
年
譜
』（
一
九
八
〇
年
九
月

人
民
文
學

出
版
社
）、
松
浦
友
久
・
植
木
久
行
『
杜
牧
詩
選
』（
二
〇
〇
四

年
十
一
月

岩
波
書
店
）
な
ど
を
参
照
。
な
お
京

大
學
中
國

文
學
研
究
室
編
『
唐
代
の
文
論
』（
二
〇
〇
八
年
十
月

稻
垣

裕
史
譯
註
担
当
）
に
も
こ
の
「
李

墓
誌
銘
」
の
全
訳
註
が
収

め
ら
れ
て
お
り
参
照
さ
れ
た
い
。
第
四
四
〇
頁

第
四
五
五
頁
。

２
）

王
彦
威
の

青
平
盧
軍
節
度
使
の
赴
任
及
び
離
任
の
時
期
に

つ
い
て
、『
舊
唐
書
』
巻
十
七
下
「
文
宗
本
紀
下
」
に
は

（
大

和
）
九
年
…
…
二
月
丙
子
朔
。
甲
申
、
以
司
農
卿
王
彥
威
兼
御

史
大
夫
充
平
盧
軍
節
度
使
…
…
冬
十
月
癸
酉
朔
…
…
己
亥
、
以

前
河
陽
節
度
使
蕭
洪
爲
鹿
坊
節
度
使
。

靑

察
使
（

靑
平

盧
節
度
使
を
指
す
）
王
彥
威
請
停
管
内
縣
丞
一
十
九
員
從
之

…
…
開﹅
成﹅
元﹅
年﹅
秋﹅
七﹅
月﹅
…
…
甲﹅
午﹅
、
以﹅
金﹅
吾﹅
衞﹅
大﹅
將﹅
軍﹅
陳﹅
君﹅
賞﹅

爲﹅
平﹅
盧﹅
軍﹅
節﹅
度﹅
使﹅
代﹅
王﹅
彥﹅
威﹅
、
以﹅
彥﹅
威﹅
爲﹅
戸﹅
部﹅
侍﹅
﹅

・
判﹅
度﹅
支﹅
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…
…
二
年
春
正
月
…
…
庚
寅
、
戸
部
侍

・
判
度
支
王
彥
威
進

所
撰
『
供
軍
圖
略
』

と
あ
り
、
そ
の

開
成
元
年
秋
七
月

と
い
う
離
任
の
時
期
が
、
杜
牧
が
こ
こ
で

明
年
春
、
平
盧
府

改

と
い
う
の
と
は
合
わ
な
い
が
、
王
彦
威
が
離
任
し
た
後
も

開
成
二
年
の
春
ま
で
は
幕
府
の
置
か
れ
て
い
た
青
州
に
留
ま
っ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

３
）

こ
の
『
唐
詩
』
に
つ
い
て
、『
新
唐
書
』
巻
六
〇
「
藝
文
志
」

「
總
集
類
」
に

李

『
唐
詩
』
三

、『
通
志
』
巻
七
〇

「
藝
文
略
」「
總
集
」
に

『
唐
詩
』
三

李

集

、『
詩
藪
』

「

編
」
巻
二
「
遺

中

載
籍
」
に

李

有
『
唐
選
』
三

、『
唐
音
癸
籖
』
巻
三
一
「
集
録
二
」
に

李

『
詩
選
』

（
三

）

と
著
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
他
の
目
録
類
に
は
著

録
が
な
い
。
ま
た
李

自
身
に
つ
い
て
、『
新
唐
書
』
巻
七
八

「
宗
室
傳
」
及
び
同
巻
七
〇
上
「
宗
室
世
系
表
上
」「
蜀
王
房
」

に
記
載
が
あ
る
が
、「
宗
室
傳
」
の
記
事
の
出
処
は
杜
牧
の
こ

の
「
李

墓
誌
銘
」
で
あ
り
、『
新
唐
書
』「
藝
文
志
」
以
下
の

著
録
も
こ
の
「
李

墓
誌
銘
」
に
拠
っ
た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
こ
で
、
こ
こ
は
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
実
際
に
編
纂

さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
編
纂
の
意
図
が
あ
っ
た
と
い
う
ふ

う
に
解
し
て
お
く
。

４
）

張

に
「
題
李

山
居
」
詩
（『
張
承
吉
文
集
』
巻
七
）
が

あ
り
、
尹
占
華
校
注
『
張

詩
集
校
注
』（
二
〇
〇
七
年
六
月

巴
蜀
書
社
）「
附

二
」「
張

繫
年
考
」
は
開
成
元
年
（
八
三

六
）
に
繫
年
す
る
が
（
第
六
三
〇
頁
）、
こ
の
墓
誌
銘
に
記
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
開
成
元
年
に
李

は
洛
陽
に
居
た
の
で
、
そ

れ
以
前
の
詩
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
杜
牧
が
池
州
刺
史
在

任
中
（
會
昌
四
年
至
六
年

八
四
四

八
四
六
）、
張

と
酬
唱

詩
が
盛
ん
に
交
わ
さ
れ
て
い
る
。

５
）

前
掲
注
⑴
『
杜
牧
年
譜
』
で
は
慎
重
を
期
し
て
か
、
こ
の

「
李

墓
誌
銘
」
を
繫
年
せ
ず
、
ま
た
前
掲
注
⑴
『
杜
牧
集
繫

年
校
注
』
巻
第
九
「
唐
故
平
盧
軍
節
度
巡
官

西
李
府
君
墓
誌

銘
」
の
【
注
釋
】
①
に
も

本
文
作
年
難
確
考
…
…
則
本
文
之

撰
、
蓋
在
此
時
後
不
久

と
い
う
。

６
）
『

川
文
集
』
巻
十
六
「
上
宰
相
求
湖
州
第
二
啓
」。

７
）

前
掲
注
⑹
巻
一
「
李
甘
詩
」。
前
掲
注
⑴
『
杜
牧
年
譜
』「
大

和
九
年
乙
卯
（
公
元
八
三
五
）」
第
三
五
頁
参
照
。

８
）

前
節
に
引
用
し
た
『
避
暑

話
』
の
そ
の
す
ぐ
後
に
続
け
て

葉
夢
得
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

牧
記
、

母
夢
有
偉
男
子
持
雙
兒
授
之
云
、
予
孔
丘
。
以
是

與
爾
。
及
生

、
因
字
之
天
授
。
晁
無
咎
（
晁
補
之
）

以

爲

曰
、
孔
夫
子
、
乃
爲
人
作
九
子
母
耶
。
此﹅
必﹅
﹅

平﹅
日﹅
自﹅
言﹅

﹅
、
其
詭
妄
不
言
、
可
知
也
。

９
）

許
渾
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
と
し
て
鈴
木
修
次
「
許
渾
と
杜

牧
」（
東
方
學
會
『
東
方
學
』
第
六
一
輯
一
九
八
一
年
一
月
）・

羅
時
進
『
晩
唐
詩
歌
格
局
中
的
許
渾
創
作
論
』（
一
九
九
八
年

八
月

太
白
文
藝
出
版
社
）「
第
九
章

萬
里
山
川
半
舊
游：

許
渾
交
游
考
論
」「（
二
）
許
渾
與
杜
牧
詩
風
之
異
同
」
な
ど
が

あ
る
。
張

に
つ
い
て
、
陳
才
智
「
張

與
元
白
詩
派
的
離
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合
」（『
文
學
遺
産
』
二
〇
〇
五
年
第
五
期
）
な
ど
が
あ
る
。

10
）
『
新
唐
書
』
巻
一
六
六
「
杜
佑
傳
附
杜
牧
傳
」
に

擢
監
察

御
史
、
移﹅
疾﹅
分﹅
司﹅
東﹅
﹅

と
あ
る
だ
け
で
、
杜
牧
自
身
は
洛
陽

へ
の
転
勤
の
理
由
を
記
さ
な
い
。
仮
病
は
士
大
夫
た
ち
の
常
套

手
段
で
有
る
が
、
た
だ
本
文
引
用
の
「
洛
中
監
察
病

滿
、
送

韋
楚
老
拾
遺

朝
」
詩
（『

川
文
集
』
巻
四
）
に

行
開
敎

化
期
君
是
、
臥﹅
病﹅
神﹅
祇﹅
禱﹅
我﹅
知﹅

と
い
う
の
は
、
こ
の
頃
、
病

気
が
ち
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

11
）
『
唐
詩
概
説
』（
一
九
五
八
年
九
月

岩
波
書
店
）。
第
二
九
頁

12
）

唐
代
に
於
け
る
文
学
史
的
区
分
に
つ
い
て
は
、
赤
井

久
氏

の
「『
晩
唐
』
考
｜
そ
の
定
義
と
『
中
唐
』
と
の
差
異
｜
」（
二

〇
〇
二
年
三
月

『
傳
統
と
創
造
の
人
文
科
學

國
學
院
大
學

大
學
院
文
學

究
科
創
設
五
十
周
年
記
念
論
文
集
』
所
収
）、

及
び
『
中
唐
詩
壇
の
研
究
』（
二
〇
〇
四
年
十
月

創
文
社
）

参
照
。
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